
公益社団法人日本理学療法士協会 助成事業実施要綱 

 

【趣 旨】  

本会は、「協会の理念」に基づき、国民が住み慣れた地域で安心して生活できる社会

を構築するため、障がい者団体助成事業を設けている。支援を必要とする国民が互いを

理解し、支え合うことを目的とした事業を対象として公募し、以下要綱に準じて決定す

る。 

 

１．助成対象団体と事業  

１）助成の対象となる者は、上記の趣旨に合致する事業を行う団体又は法人であって、そ

の事業を確実に遂行できる見込みがある者とする。なお、その要件は下記のとおりで

ある。  

(1)助成の対象となるものは、当事者（障がい者とその家族）団体、並びに障がい者と

その家族の福利に資する活動を行う団体。 

(2)「当事者団体」とは、障がい者本人及びその家族が、会員もしくは役員の過半数以

上を占める団体であること。  

(3)「障害」の概念は、世界保健機関が示した範囲（ＩＣＦ）を意味する。  

 

２）助成の対象となる事業は、国内での次に揚げるいずれかの活動とする。  

(1)障がい者（児）とその家族が主体となる活動  

(2)障がい者（児）とその家族の福利に資する活動  

 

３）助成採択要件  

助成対象事業は、次の要件を満たすものとする。但し、特に必要があると認められ

る場合は、この限りではない。  

 

(1)活動を行う団体が、住所及び活動の本拠を国内に有していること。  

(2)活動内容に社会貢献性が認められること。  

(3)他の助成制度の助成を受けていないこと。  

(4)営利を目的としていないこと。  

(5) 活動の主たる部分を外部委託していないこと。  

(6) 第三者に資金交付することを目的としていないこと。  

(7) １団体が継続して助成を受けることの出来る期間は3回（3年）までとする。  

(8) 類似の活動の継続も最大3回まで助成を受けることができる。  

(9) 申請内容によっては、助成率をもうけて助成を行うこともある。  



 

２．助成内容  

１）助成金額  

(1)１事業あたりの助成金額は、その上限を20万円とする。  

(2) 助成対象事業を実施するために必要と認められる経費について助成するものとす

る。ただし、不動産取得費等は助成金の対象としない。なお、1，000円未満の端

数は切り捨てるものとする。  

 

２）助成内容 

基本的には実施事業計画に基づく助成とするが、これに限定せず、団体の運用に関す

る項目に関しても助成対象とする。（助成選考に関しては 事業実施を優先的に対象

とする）  

 

３）助成期間  

(1)助成期間は基本的に単年度限りとする。  

(2)但し、継続して助成することにより活動の効果が高まると認められる場合は、３年

を限度として助成を継続することができる。 

 

３．助成手順 

１）助成の申請  

(1)助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書（様式第１号）及び参考書

類を添付し、日本理学療法士協会会長（以下、会長という）宛てに申し出なければ

ならない。 

 

２）助成の決定  

(1)前条の申請があった助成の可否は、担当役員が選考し、その結果を理事会に報告す

る。 (2)選考にあたっては、関係団体の状況に詳しい有識者の意見を参考にするこ

とができる。  

３）助成金の請求  

(1)助成の交付決定を受けた者は、助成金払請求書（様式２号）を会長に提出するこ

と。 

 

４．助成の交付に付帯する条件  

１）予定の変更  

(1)助成事業を中止、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ助成事業中止(廃止)承

認申請書(様式第３号)を提出し、会長の承認を得るものとする。  



(2) 助成対象事業が予定期間内に完了しない、又は助成事業の遂行が困難となった場

合は、速やかに本会へ申し出なければならない。 

 

２）実績報告  

(1)助成事業者は、事業完了年度中に助成事業実績報告書(様式第４ 号)を会長に提出

しなければならない。  

(2)助成事業者は、助成対象事業実績を報告する際、成果物、新聞等に掲載があった場

合はその写し等を参考書類として提出するものとする。  

(3)助成事業者は、成果物、備品等には本助成金の助成を受けている旨を表示しなけれ

ばならない。 

 

３）助成金交付決定の取消  

会長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定の

全部又は一部を取消すことができる。  

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。  

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。  

(3) その他、この要綱に違反したとき。 

  

４）助成金の返還 

助成事業者は、前文により助成金の交付決定を取消された場合において、取消しに係

る部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、会長の命ずるところにより助成

金を返還しなければならない。 

 

５） 助成事業者は、本会が助成対象事業の取材等を希望した場合は、それを承諾しなければならな

い。 

 

５．補足  

１）この要綱に定めのない事項については、会長が定める。  

２）要綱に定められた内容の変更については、事務局による。  

（平成 29 年 12 月 7 日改定） 


